
 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 建築確認計画概要書 

行政機関等の名称 当別町長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

建設水道部建設課建築住宅係 

個人情報ファイルの利用目的 建築基準法に基づく閲覧 

記録項目 

第一面 

1.建築主(氏名、フリガナ、郵便番号、住所)、2.代理者(資格、

氏名、勤務先、勤務先郵便番号、勤務先住所、電話番号)、3.

設計者(資格、氏名、勤務先、勤務先郵便番号、勤務先住所、

電話番号)、4.建築設備の設計に関し意見を聞いた者(資格、氏

名、勤務先、勤務先郵便番号、勤務先住所)、5.工事監理者(資

格、氏名、勤務先、勤務先郵便番号、勤務先住所)、6.工事施

工者(氏名、勤務先、勤務先郵便番号、勤務先住所、電話番号) 

第二面 

1.地名地番、2.住居表示、3.都市計画区域及び準都市計画区域

の内外の別等、4.防火地域、5.その他の区域、地域、地区又は

街区、6.道路、7.敷地面積、8.主要用途、9.工事種別、10.建

築面積、11.延べ面積、12.建築物の数、13.建築物の高さ等、

14.許可・認定等、15.工事着手予定年月日、16.工事完了予定

年月日、17.特定工程終了予定年月日、18.建築基準法第 12 条

第 1 項の規定による調査の要否、19. 建築基準法第 12 条第 3

項の規定による検査を要する防火設備の有無、20.その他の必

要な事項 

記録範囲 建築確認申請に係わる必要事項 

記録情報の収集方法 建築確認申請書添付図書 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 閲覧者 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）当別町総務部総務課総務係 

（所在地）〒061-0292 
     北海道石狩郡当別町白樺町５８番地９ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21 条第７項に該当す

るファイル □有 □無 
 

備   考 

 

  


